認定こども園（給付）
			自　主　点　検　表 

【施設名：　　　　　　　　　　】 　　　　　　　　　記入者：職　　　　　氏名　　　　　　　　

 《公定価格の算定》※「項目」に記載された数字のうち『教〇』は、教育標準時間認定子どもに関するもの、『保〇』は保育認定子どもに関するものです。
	
 










































































































































































































































































































































































































































	項　目 
	自　主　点　検　事　項
	  評価
	 根拠法令等
	確認書類等

	
	第１　地域区分等

１　地域区分
（教①、保①）











２　定員区分
（教②、保②）








３　認定区分
（教③、保③）


４　年齢区分
（教④、保④）








５　保育必要量区分
（保⑤）


第２　基本部分
１　基本分単価
（教⑤、保⑥）



























































































第３　基本加算部分
１　処遇改善等加算（教⑥、㉖、保⑦、㉖）





２　副園長・教頭配置加算
（教⑦）















３　学級編成調整加配加算
（教⑧）



４　３歳児配置改善加算
（教⑨、保⑧）









５　４歳以上児配置改善加算
（教⑩、保⑨）










６　満３歳児対応加配加算
（教⑪又は教⑪’）





















７　１歳児配置改善加　　　
　算
（保⑩）

































８　講師配置加算
（教⑫）




９　休日保育加算
（保⑪）

















１０　夜間保育加算
（保⑫）



















１１　チーム保育加配加算
（教⑬、保⑬）























１２　通園送迎加算
（教⑭）






１３　減価償却費加算（保⑭）






















１４  賃借料加算
（保⑮）























１５　外部監査費
加算
（教⑯、保⑯）





１６　給食実施加算
（教⑮又は⑮’）


















１７　副食費徴収免除加算（教⑰）
※２、３号の保育認定子どもは除く



















１８　副食費徴収免除加算（保⑰）
※１号の教育標準時間認定子どもは除く










第４　加減調整部分

１　教育標準時間認定子どもの利用定員を設定しない場合
（保⑱）


２　分園の場合（保⑲）






３　土曜日に閉所する場合（保⑳）








４　主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取組みを実施していない場合
（教⑱、保㉑）















































































５　年齢別配置基準を下回る場合（教⑲、保㉒）







６　配置基準上求められる職員資格を有しない場合
（教⑳、保㉓）




７　安全計画の策定等をしていない場合
（教⑳ａ、保㉓ａ）














８　経営情報の報告等を行っていない場合（教⑳ｂ、保㉓ｂ）


































第５　乗除調整部分

１　定員を恒常的に超過する場合
（教㉑、保㉔）

















第６　特定加算部分

１　療育支援加算
（教㉒、保㉕）






















































































２　事務職員配置加算（教㉓）





３　指導充実加配加算（教㉔）






４　事務負担対応加配加算（教㉕）





５　冷暖房費加算
（教㉗、保㉗）













６　施設関係者評価加算（教㉘、保㉘）























７　除雪費加算
（教㉙、保㉙）



８　降灰除去費加算
（教㉚、保㉚）



９　高齢者等活躍促進加算（保㉛）







































































１０　施設機能強化推進費加算
（教㉛、保㉜）




















１１　小学校接続加算（教㉜、保㉝）














１２　栄養管理加算
（保㉞）



















１３　第三者評価受審加算
（教㉝、保㉟）









１４　特別地域保育体制確保対応加算（教㉞、保㊱）















１５　保育ＩＣＴ推進加算（教㉟、保㊲）





































	

(1) 利用する施設が所在する市町村ごとに定められた平27府告示49別表第一による区分が適用されているか。
　 前橋市は１００分の３地域










(1) 利用する施設の教育標準時間認定子どもに係る利用定員の総和に応じた区分を適用しているか。

(2) 利用する施設の保育認定子どもに係る利用定員の総和に応じた区分が適用されているか。
　   分園を設置する施設に係る基本分単価（保⑥）及び処遇改善等加算（区分１及び区分２）（保⑦）については、中心園と分園それぞれの保育認定子どもに係る利用定員の総和に応じた区分が適用されているか。


(1) 利用子どもの認定区分に応じた区分が適用されているか。



(1) 利用子どもの満年齢に応じた区分が適用されているか。
年度の初日の前日における満年齢に基づき区分した場合に、年齢区分が異なる場合は、適用される年齢区分における基本分単価（教⑤、保⑥）、処遇改善等加算（区分１及び区分２）（教⑥、保⑦）、３歳児配置改善加算（教⑨、保⑧）及び夜間保育加算（保⑫）の単価について、それぞれの「月額調整」欄に定める額に置き替えて適用されているか。




(1) 利用子どもの保育必要量に応じた区分が適用されているか。



(1) 地域区分（教①、保①）、定員区分（教②、保②）、認定区分（教③、保③）、年齢区分（（教④、保④））、保育必要量区分（保⑤）（以下「地域区分等」）に応じて定められた額とされているか。


(2) 教育標準時間認定子ども及び保育認定子どもに係る基本分単価に含まれる職員構成は次のア及びイのとおりであり、これらが充足されているか。

ア 保育教諭等
基本分単価における必要保育教諭等の数（幼保連携型認定ども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号。以下「幼保連携型認定こども園設備運営基準」という。））第５条第３項の表備考第４号に規定する園長が専任でない場合に１名増加して配置する教員及び幼稚園設置基準（昭和31年文部省令第32号）第５条第３項に規定する教員を除く。）は以下の(ｱ)と(ｲ)を合計した数であること。

(1) 年齢別配置基準
４歳以上児30人につき１人、３歳児及び満３歳児20人につき１人、１、２歳児（保育認定子どもに限る。）６人につき１人、乳児３人につき１人
(注１)
「保育教諭等」とは、幼保連携型認定こども園にあっては、幼稚園の教諭の
普通免許状（助保育教諭又は助保育教諭に準ずる職務に従事する講師にあっ
ては幼稚園の助教諭の臨時免許状。以下この注において同じ。）を有し、か
つ、保育士登録を受けた者（令和12年３月31日までの間に限り、副園長、
教頭、主幹保育教諭及び指導保育教諭以外については、幼稚園の教諭の普免
許状のみを有する者又は保育士登録のみを受けた者を含む。また、副園長、
教頭、主幹保育教諭及び指導保育教諭については、令和９年３月31日までの
間に限り、幼稚園教諭の普通免許状のみを有する者又は保育士登録のみを受
けた者を含む。）をいい、その他の認定こども園にあっては、幼稚園教員免
許状を有する者又は保育士登録を受けた者をいう。
（注２）
ここでいう「４歳以上児」、「３歳児」、「１、２歳児」及び「乳児」と
は、年度の初日の前日における満年齢によるものであること。
 　　　 また、「満３歳児」とは、以下の者をいうこと（当該年度内に限る。）。
 　　     ・教育標準時間認定を受けた子どものうち、年度の初日の前日における満年齢が２歳で、年度途中に満３歳に達して入園した者
 　　     ・２歳児（保育認定子どもに限る。）が年度途中に満３歳に達した後、保育認定から教育標準時間認定に認定区分が変更となった者
（注３）
確認に当たっては以下の算式によることとし、教育標準時間育認定子ども
及び保育認定子どもの人数の合計をもとに確認すること。

＜算式＞
｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝＋｛３歳児及び満３歳児数×1/20（同）｝＋｛１、２歳児数（保育認定を受けた子どもに限る。）×1/6
（同）｝＋｛乳児数×1/3（同）｝＝配置基準上保育教諭等数
（小数点以下四捨五入）
（注４）
基本分単価の費用の算定上、(ｱ)年齢別配置基準の保育教諭等には主幹保育教諭
等２人を配置するための費用が含まれている。主幹保育教諭等が２人又は１人
の配置がされていない場合は、「主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の
取組みを実施していない場合」の減額調整を行う必要があること。また、主幹
保育教諭等が１人しか配置されていない場合は、教育標準時間認定又は保育認
定のいずれか一方を減算調整すること。

   (ｲ) その他
ａ　保育認定子どもに係る利用定員が90人以下の施設については１人
ｂ　保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設については１人（注１）
ｃ　主幹保育教諭等２人を専任化させるための代替保育教諭等を２人（うち１人は非常勤講師等でも可とする）（注２）
ｄ　上記(ｱ)及び(ｲ)のａ、ｂの保育教諭等１人当たり、研修代替保育教諭等として年間３日分の費用を算定（保育認定子どもの人数に係る保育教諭等に限る。）（注３）
（注１）保育認定子どもに係る利用定員に占める保育標準時間認定を受けた子どもの人数の割合が低い場合は非常勤の講師としても差し支えないこと。
(注２）当該代替保育教諭等の配置により、主幹保育教諭等を教育・保育計画の立案等の業務に専任させ、保護者や地域住民からの教育・育児相談、地域の子育て支援活動等に積極的に取り組むこと。
（注３）当該費用については、非常勤講師等の人件費、保育教諭等が研修を受講する際の受講費用又は時間外における研修受講の際の時間外手当等に充当しても差し支えないこと。
イ　その他
(1)  園長（施設長）
　　 園長（施設長）が専任として配置されているか。
(2)  調理員等
次の定員区分に応じた調理員等が配置されているか。
　　　   保育認定子どもに係る利用定員20人の施設は１人、
21人以上40人以下の施設は２人（うち１人は非常勤（注１））、
41人以上150人以下の施設は２人、
151人以上の施設は３人（うち１人は非常勤）
(3)  事務職員及び非常勤事務職員
　　 事務職員及び非常勤事務職員が配置されているか。
（注１）週５日、１日当たり４時間の配置分の費用を算定。
（注２）施設長等の職員が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置は不要であること。
（注３）非常勤事務職員については、１人分の費用（教育標準時間認定子どもに係る利用定員が91人以上の施設に限る。）及び週２日分の費用を算定。
(4) 学校医・学校歯科医・学校薬剤師（嘱託医・嘱託歯科医
・嘱託薬剤師）
学校医・学校歯科医・学校薬剤師（嘱託医・嘱託歯科医・嘱託薬剤師）がそれぞれ配置（委嘱）されているか。


(1)  この加算の認定がされている場合、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算につ
いて」（令和7年4月11日こ成保２９６７文科初第250号）に定める要件等を満たしていますか。

 


(1) この加算の認定がされている場合、園長以外の教員として、次の要件を満たす副
園長又は教頭を配置しており、配置人数にかかわらず同額とされているか。

ア  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。）第14条又は学校教育法第（昭和22年法律第26号）第27条に規定する副園長又は教頭の職務をつかさどっていること。学級担任など教育・保育への従事状況は問わない。
イ　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第２号。以下「認定こども園法施行規則」という。）第14条において重要する第13条又は学校教育法施行規則（昭和25年文部省令第11号）第23条において準用する第20条から第22条までに該当するものとして発令を受けていること。幼稚園教諭免許状を有さない場合も含む。
ウ　当該施設に常時勤務する者であること。
エ　園長が専任でない施設において、幼保連携型認定こども園設備運営基準第５条第３項の表備考第４号に規定する園長が専任でない場合に１名増加して配置する教員又は幼稚園設置基準第５条第３項に規定する教員に該当しないこと。

(1) 全ての学級に専任の学級担任を配置できるよう、基本分単価（⑤）及び他の加算等の認定に当たって求められる「必要教員数」を超えて保育教諭等を配置する教育標準時間認定子ども及び保育認定子ども（２号認定に限る）に係る利用定員が３１人以上３００人以下の施設に加算されているか。


(1) この加算の認定がされている場合、年齢別配置基準のうち、３歳児及び満３歳児に係る保育教諭等の配置基準を３歳児及び満３歳児15人につき１人により実施しているか。なお、３歳児の実人数が15人を下回る場合であっても、以下の算式による配置基準上保育教諭等数を満たす場合に、加算が適用されているか。

＜算式＞
　 ｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝＋｛３歳児及び満３歳児数×1/15（同）｝＋｛１、２歳児数（保育認定を受けた子どもに限る）×1/6（同）｝＋｛乳幼児×1/3（同）｝＝配置基準上保育教諭数（小数点以下四捨五入）


(1) 年齢別配置基準のうち、４歳以上児に係る保育教諭等の配置基準を４歳以上児25人につき1人により実施する施設（チーム保育加配加算を算定している施設は除く。）に加算されているか。なお、４歳以上児の実人数が25人を下回る場合であっても、以下の算式による配置基準上保育教諭等数を満たす場合に、加算が適用されているか。

＜算式＞
　 ｛４歳以上児数×1/25（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝＋｛３歳児数及び満３歳児数×1/20（同）｝＋｛１、２歳児数（保育認定を受けた子どもに限る）×1/6（同）｝＋｛乳幼児×1/3（同）｝＝配置基準上保育教諭数（小数点以下四捨五入）


(1) この加算の認定がされている場合について、ア又はイのとおり算定しているか。
ア　３歳児配置改善加算の適用がない場合【教⑪】
年齢別配置基準のうち、満３歳児に係る教員配置基準を満３歳児６人につき１人（満３歳児を除いた３歳児は20人につき１人）により実施しているか。
 なお、満３歳児の実人数が６人を下回る場合であっても、以下の算式による配置基準上保育教諭等数を満たす場合に、加算が適用されているか。　
 　  ＜算式＞
　 ｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝＋｛３歳児数（満３歳児を除く）×1/20（同）｝＋｛満３歳児×1/6（同）｝＝配置基準上教員数（小数点以下四捨五入）

イ ３歳児配置改善加算の適用がある場合【教⑪’】
年齢別配置基準のうち、満３歳児に係る教員配置基準を満３歳児６人につき１人（満３歳児を除いた３歳児は15人につき１人）により実施しているか。なお、満３歳児の実人数が６人を下回る場合であっても、以下の算式による配置基準上保育教諭等数を満たす場合に、加算が適用されているか。
　
  　＜算式＞
  ｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝＋｛３歳児数（満３歳児を除く）×1/15（同）｝＋｛満３歳児×1/6（同）｝＝配置基準上教員数（小数点以下四捨五入）


(1)  基本分単価に含まれる職員構成のうち保育教諭等に係る年齢別配置基準のう
ち、１歳児に係る保育士配置基準を１歳児５人につき１人により実施し、以下の要件を満たしているか。
なお、１歳児の実人数が５人を下回る場合であっても、以下の算式による配置基準上保育指数を満たす場合は、加算される。

＜要件＞
ア 処遇改善等加算の区分１、区分２及び区分３のいずれも取得していること。
イ 業務においてＩＣＴの活用を進めており、以下のa及びb～dのいずれか１つの機能以上を有するシステムを導入し、業務に活用していること。
a  園児の登園及び降園の管理に関する機能
b  保育に係る計画・記録に関する機能
※ 職員間で情報の共有や更新を行うことができる機能を有すること。
c  保護者との連絡に関する機能
※ ＩＣＴを介さない個別メール・アプリにより保護者との連絡を行っている場合を除く。
d キャッシュレス決済に関する機能
※ ＩＣＴを介さない個別アプリ等による銀行振込や口座振替の場合等を除く。
ウ 「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」（令和７年４月11日こ成保２９６、７文科初第２５０号こども家庭庁成育局長、文部科学省初等中等教育局長連名通知）第４加算額の算定、２ 区分１及び区分２の加算率の算定に示す方法により算定される「職員１人当たりの平均経験年数」が10年以上であること。
※ 原則として加算年度の４月１日時点の「職員１人当たりの平均経験年数」で判断することとするが、年度途中において職員の採用・異動等により本要件を満たす場合には、本要件を満たすこととなった日の属する月の翌月から加算を適用すること。

＜算式＞
　 ｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝＋｛３歳児数及び満３歳児数×1/20（同）｝＋｛2歳児数×1/6（同）＋｛1歳児数×1/5（同）＋｛乳幼児×1/3（同）｝＝配置基準上保育教諭数（小数点以下四捨五入）


(1) この加算の認定がされている場合、基本分単価（教⑤）及び他の加算等の認定に当たって求められる「必要教員数」を超えて、非常勤講師（幼稚園教諭免許状を有し、教諭等の発令を受けている者）を配置する利用定員が35人以下又は121人以上となっているか。


(1) この加算の認定がされている場合、日曜日、国民の祝日及び休日（以下「休日等」という。）において、以下の要件を満たして、保育を実施しているか。
ア　休日等を含めて年間を通じて開所する施設（複数の特定教育・保育施設、地域型保育事業所（居宅訪問型保育事業所は除く。）又は企業主導型保育施設との共同により年間を通じて開所する施設（以下「共同実施施設」という。）を含む。）を市町村が指定して実施すること。
イ　幼保連携型認定こども園にあっては幼保連携型認定こども園設備運営基準第５条第３項及び附則第５条から第８条、それ以外の認定こども園にあっては認定こども園設備運営基準第２の一及び附則第３から第７の規定に基づき、対象子どもの年齢及び人数に応じて、本事業を担当する保育教諭等を配置すること。ただし、保育教諭等の数は、常時２人を下回らないこと。
ウ　対象となる子どもに対して、適宜、間食又は給食等を提供すること。
エ　対象となる子どもは、原則、休日等に常態的に保育を必要とする保育認定こ
どもであること。
　　　
(2) この加算の適用を受けた施設は、翌年４月末日までに実績報告書を市長に提出しているか。


(1) この加算の認定がされている場合、保育所型認定こども園については、「夜間保育所の設置認可等について（平成12年３月30日児発第298号厚生省児童家庭局長通知）」により設置認可された施設、それ以外の認定こども園については、以下の要件に適合するものとして市に認定された夜間保育を実施しているか。
ア　設置経営主体
夜間保育の場合は、生活面への対応や個別的な援助がより一層求められることから、保育に関し長年の経験を有し、良好な成果をおさめているものであること。
イ　事業所
保育認定子どもに対して夜間保育を行う施設であること。
ウ　職員
施設長は、幼稚園教諭又は保育士の資格を有し直接子どもの保育に従事することができる者を配置するよう努めること。
エ　設備及び備品
仮眠のための設備及びその他夜間保育のために必要な設備、備品を備えてい
ること。
オ　開所時間
保育認定子どもに係る開所時間は原則として11時間とし、おおよそ午後10時までとすること。
　

(1) この加算の認定がされている場合、基本分単価（教⑤、保⑥）及び他の加算等の認定に当たって求められる「必要保育教諭等数」を超えて、保育教諭等（幼稚園教諭の免許状を有するが教諭等の発令を受けていない教育補助者を含む。）を配置する施設において、副担任等の学級担任以外の教員を配置する、少人数の学級編制を行うなど、低年齢児を中心として小集団化したグループ教育を実施しているか。
この加算の算定上の「加配人数」は、３歳以上子どもに係る利用定員の区分ごとの上限人数（注１）の範囲内で、「必要保育教諭等の数」を超えて配置する保育教諭等の数（注２）としているか。

（注１）３歳以上子どもに係る利用定員の区分ごとの上限人数
45人以下：１人、46人以上150人以下：２人、151人以上240人以下：３人、
241人以上270人以下：３．５人、271人以上300人以下：５人、
301人以上450人以下：６人、451人以上：８人
（注２）「必要保育教諭等の数」を超えて配置する保育教諭等の数に応じ、以下のとおり取り扱うこととする。

ア　常勤換算人数（小数点第２位以下切り捨て、小数点第１位四捨五入前）によ
る配置教員数から必要教員数を減じて得た員数が３人未満の場合小数点第１位を四捨五入した員数とする。(例）2.3人の場合、２人
イ　常勤換算人数（小数点第２位以下切り捨て、小数点第１位四捨五入前）による配置教員数から必要教員数を減じて得た員数が３人以上の場合、小数点第１位が１又は２のときは小数点第１位を切り捨て、小数点第１位が３又は４のときは小数点第１位を０．５とし、小数点第１位が５以上のときは小数点第１位を切り上げて得た員数とする。
    　 （例）3.2人の場合→3人、3.4人の場合→3.5人、3.6人の場合→4人　

(1) この加算の認定がされている場合、利用子どもの通園の便宜のため送迎を行っているか。
　   通園送迎を利用していない園児についても同額を加算し、また、長期休業期間
の単価にも加算しているか。
（注）送迎の実施方法（運転手を雇用して実施又は業務委託して実施等）は問わない。


(1) この加算の認定がされている場合、以下の要件全てに該当しているか。
ア　認定こども園の用に供する建物が自己所有であること(注１)
イ　建物を整備・改修又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること
ウ　建物の整備に当たって、施設整備費又は改修費等（以下「施設整備費等」という。）の国庫補助金の交付を受けていないこと。（注２）
エ　賃借料加算（保⑮）の対象となっていないこと。

(注１) 施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50％以上であること
(注２) 施設整備費等の国庫補助の交付を受けて建設した建物について、整備後一定年数が経過した後に、以下の要件全てに該当する改修等を行った場合には、ウに該当することとして差し支えない。
a  老朽化等を理由として改修等が必要であったと市が認める場合
b  当該改修等に当たって、国庫補助の交付を受けていないこと。
c １施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延面積に２を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上であること。

(2) この加算の認定がされている場合の加算額は、「標準」又は「都市部」の区分に応じて定められた額としているか。なお、「標準」とは都市部に該当する市町村以外の市町村をいい、「都市部」とは当年度又は前年度における４月１日現在の人口密度が1,000人／K㎡以上の市町村をいう。

(1) この加算の認定がされている場合、以下の要件全てに該当しているか。
ア　認定こども園の用に供する建物が賃貸物件であること(注)
イ　アの賃貸物件に対する賃借料が発生していること
ウ　「賃貸物件による保育所整備事業」等の国庫補助を受けた施設については、当該補助に係る残額が生じていないこと。
エ　減価償却費加算（保⑭）の対象となっていないこと。

(注)施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の５０％以上であること。


(2) この加算の認定がされている場合の加算額は、以下の地域の区分に定められた額とされているか。
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◆教育・保育給付費請求書







































◆特定教育・保育給付費請求書
◆職員名簿
◆クラス担任表
◆勤務割表（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ表）等
◆学校医・学校歯科医・学校薬剤師の任用がわかるもの
（嘱託医・嘱託歯科医・嘱託薬剤師は契約書等）















































































◆加算認定申請書
◆加算承認書
◆実績報告書
◆給与等が確認できる書類

◆副園長・教頭の履歴書
◆教員免許状就任辞令
給与等が確認できる書類












◆職員名簿
◆クラス担任表
◆勤務割表（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ表）等

◆職員名簿
◆クラス担任表
◆勤務割表（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ表）等







◆職員名簿
◆クラス担任表
◆勤務割表（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ表）等








◆職員名簿
◆学級担任表
◆勤務割表（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ表）等




















◆職員名簿
◆クラス担任表
◆勤務割表（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ表）等































◆学級担任表
◆勤務割表（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ表）等



◆休日等における間食・給食の献立
◆実績報告書















◆保育所設置認可書（夜間保育に係るもの）


















◆職員名簿
◆学級担任表
◆勤務割表（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ表）等






















◆運行計画書
◆運行例路図
◆送迎実施状況資料




◆自己所有を証する書類（登記簿謄本等）

◆建物整備・取得に係る契約書

















◆賃貸借契約書























◆監査実施契約書等
◆監査報告書





◆献立表

◆雇用契約書委託の場合は、業務契約書の写し














◆献立表
（１号認定こどもへの提供日数がわかるもの）

























































◆子育て支援活動等の取組状況等の資料

















































































◆職員名簿
◆クラス担任表
◆勤務割表（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ表）等




◆職員名簿
クラス担任表
◆勤務割表（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ表）等
◆履歴書等免許所有が確認できるもの

◆学校安全計画の策定状況

◆計画に定める取り組みの実施状況











◆「ここdeサーチ」の入力状況


























































◆療育支援の取組に関する資料
◆障害者手帳のコピー
◆医師による診断書等

















































































◆辞令
◆職員名簿
◆クラス担任表
◆勤務割表（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ表）等
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クラス担任表
◆勤務割表（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ表）等


◆教育・保育給付費請求書













◆評価の実施状況がわかる資料
◆委嘱状
◆会議・公開保育等の記録





























◆加算職員との雇用契約書
◆勤務表
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◆事業実績報告書
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◆教育課程表
◆協議会議事録等
◆担当者名簿












◆活動状況確認表
◆栄養士等の嘱託契約又は配置が確認できる書類（雇用契約書等）
◆栄養士証(写)












◆評価機関との契約書
◆評価結果報告書
◆広報･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等
























	
	
		区分
	都道府県

	     


Ｃ地域
     
	
標準

	宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、石川県、長野県、愛知県、三重県、
和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、沖縄県

	
	
都市部

	


＊表中「都市部」とは当年度又は前年度における４月1日現在の人口密度
が1,000人／K㎡以上の市町村をいい、「標準」とはそれ以外の市町村をいう。


こ (1) この加算の認定がされている場合、認定こども園を設置する学校法人等が、当年度の認定こども園の運営に係る会計について、公認会計士又は監査法人による監査（以下「外部監査」という。）を受けているか。
　    外部監査の内容等については、幼稚園に係る私立学校法第104条第２項に規定する会計監査人の監査、私立学校振興助成法第14条第２項の規定に基づく公認会計士又は監査法人の監査及びこれに準ずる公認会計士又は監査法人の監査と同等のものとする。

(1) この加算の認定がされている場合、給食を実施しているか。
 この加算の算定上の「週当たり実施日数」は、修業期間中の平均的な月当たり実施日数を４（週）で除して算出（小数点第１位を四捨五入）することとし、子ども全員に給食を提供できる体制をとっている日を実施日とみなすものとしているか（保護者が弁当持参を希望するなどにより給食を利用しない子どもがいる場合も実施日に含む）。長期休業期間の単価にも加算されているか。
加算額は、定員区分及び以下の給食の実施形態の別に応じて定められた単価
に、「週当たり実施日数」を乗じた額に、当該加算に係る処遇改善等加算（区分１及び区分２）の単価(加算率(a)及び加算率(b)に係る部分)に１の（２）で認定した｛(加算率(a)+加算率(b))×100｝×「週当たり実施日数」を乗じて得た額及び当該加算に係る処遇改善等加算（区分１及び区分２）の単価(加算率(c)に係る部分)に１の（２）で認定した加算率(c)を乗じて得た額を加えた額とする。
ア　施設内の調理設備を使用してきめ細かに調理を行っている場合（注１）
イ  施設外で調理して施設に搬入する方法により給食を実施している場合（注２）
（注１）施設の職員が調理を行っている場合のほか、安全・衛生面、栄養面、食育等の観点から施設の管理者が業務上必要な注意を果たし得るような体制及び契約内容により、調理業務を第三者に委託する場合も含む。
（注２）搬入後に施設内において喫食温度まで加温し提供する場合を含む。

(1) 給食実施日（注１）があり、かつ、利用子どもである副食費徴収免除対象子ども（注２）に給食実施日がある施設であるか。
（注１）副食の提供状況については保護者への意向聴取等により施設が把握している各月初日における副食の提供予定による。また、施設の都合によらずに副食の一部又は全部の提供を要しない利用子どもについては副食の全てを提供しているものと見なすものとする。 
（注２）以下のいずれかに該当する子どもとして、副食費の徴収が免除されることについて市町村から通知がされた子どもとする。
   ア　 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号。以下「特定教育・保育施設等運営基準」という。）第13条第4項第3号イの(1)又は(2)に規定する年収360万円未満相当世帯に属する教育標準時間認定子ども
イ　特定教育・保育施設等運営基準第13条第4項第3号ロ(1)又は(2)に規定する
第３子以降の教育標準時間認定子ども
ウ　保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の3第2項各号に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者である教育標準時間認定子ども。
                                 
(2) この加算の認定がされている場合の加算額は、定められた額に、各月の給食実施日数（注）を乗じて得た額とし、副食費徴収免除対象子どもについて加算されているか。（算定して得た額に10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）。
（注）20を超える場合には20とする。

(1) この加算は、全ての施設に加算されるが、加算額は、定められた額とし、副食費免除対象子ども（注）に加算されているか。

（注）以下のいずれかに該当する子どもとして、副食費の徴収が免除されることについて市町村から通知がされた子どもの数とする。
ア　特定教育・保育施設等運営基準第13条第４項第３号イの(1)又は(2)に規定
する年収360万円未満相当世帯に属する保育認定子ども
イ　特定教育・保育施設等運営基準第13条第４項第３号ロの(1)又は(2)に規定する第３子以降の保育認定子ども
ウ　保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の３第２項各号に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者である保育認定子ども




(1) 教育標準時間認定子どもの利用定員を設定しない幼保連携型認定こども園の場合、加減調整されているか。
　（注）教育標準時間認定子どもの利用定員は設定しているものの、利用子どもがいな
い場合においては、幼保連携型認定こども園に限らず適用する。


(1) 幼保連携型認定こども園又は保育所型認定こども園の分園（「保育所分園の設置運営について（平成10年４月９日児発第302 号厚生省児童家庭局長通知）」により設置された分園（幼保連携型認定こども園にあっては、当該分園を設置する保育所が、幼保連携型認定こども園に移行した場合に限る。）。）の場合、加減調整されているか。


(1) 施設を利用する保育認定子どもについて、土曜日（国民の祝日及び休日を除く。以下同じ。）に係る保育の利用希望が無いなどの理由により、当該月の土曜日に閉所する日がある施設に適用されているか。
また、開所していても保育を提供していない場合は、閉所しているものとして取り扱うこと。
なお、他の特定教育・保育施設、地域型保育事業所（居宅訪問型保育事業所は除く。）又は企業主導型保育施設と共同保育を実施することにより、施設を利用する保育認定子どもの土曜日における保育が確保されている場合には、土曜日に開所しているものとして取り扱うこと。

(1) 以下の要件を満たさない施設に適用されているか。
（要件）基本分単価の費用の算定上、年齢別配置基準の主幹保育教諭等を１人配置し、教育・保育計画の立案等の業務に専任させるための代替保育教諭等を配置し、以下の事業等を複数実施すること。また、保護者や地域住民からの教育・育児相談、地域の子育て支援活動等に積極的に取り組むこと。主幹保育教諭等がクラス担任や学級担任を兼務することは専任化の趣旨から適切ではなく、代理で行う場合であっても、１月を超えて兼務が継続している場合は減算調整を行うこと。

【教育認定こども(１号認定)(教⑱)の場合】
ア　幼稚園型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの（対象子どもは、事業開始月（年度当初から事業を開始する場合は４月又は５月）における平均対象事業が１人以上いること。）。）私学助成の預かり保育推進事業、幼稚園長時間預かり保育支援事業等により行う預かり保育を含む。）
イ　一般型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの（対象児童は、事業開始月（年度当初から事業を開始する場合は４月又は５月）における平均対象事業が１人以上いること。）。）私学助成の子育て支援活動の推進等により行う未就園児の保育、幼稚園型一時預かり事業により行う非在園児の預かりを含む。）
ウ　満３歳児に対する教育・保育の提供（月の初日において満３歳児が１人以上
利用している月から年度を通じて加算。）
エ　障害児（軽度障害児を含む。）に対する教育・保育の提供（月の初日におい
て障害児が１人以上利用している月から年度を通じて加算。）
オ　継続的な小学校との連携・接続に係る取組で以下の全ての要件を満たすもの
（年度当初から当該取組を開始する場合は５月において計画により下記の要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取り扱う。）
a   小学校との連携・接続に関する業務分掌を明確にしていること。
b   授業・行事、研究会・研修等の小学校との子ども及び教職員との交流活　　
動を年度を通じて複数回実施していること。
c   小学校と協働して、５歳児から小学校1年生の２年間（２年以上を含む）
のカリキュラムを編成•実施していること（小学校との継続的な協議会の開催等により具体的な編成に着手していると認められる場合を含む）。
カ　群馬県及び前橋市の教育委員会又は幼児教育センターなど幼児教育施設に対
して幼児教育の内容・指導方法等の指導助言等を行う部局、あるいは幼児教育
アドバイザーなど地方自治体に所属して幼児教育の専門的な知見や豊富な実践
経験に基づき幼児教育に関する指導助言等を行う者と連携して、園内研修を企
画・実施していること。
キ　災害等により、教育・保育が提供できない場合に、教育・保育を必要とするエッセンシャルワーカーである保護者に対する連絡、被災状況の把握、勤務状況に応じたこどもの預かりに関する相談及び代替保育先や預かり先の確保に向けた行政や関係機関との連携等を行うために必要となる緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアル等の整備並びに原則月1回の研修・訓練の実施等を行う取組を実施していること。
ク　乳児等通園支援事業（児童福祉法第６条の３第23項に基づく事業）

【保育認定こども(２．３号認定)(保㉑)の場合】
ア　延長保育事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの及びこれと同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。）
イ　一時預かり事業（一般型）（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合して
おり、かつ、月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月において当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を満たしているものと取り扱う。）。ただし、当該要件を満たした月以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を実施する体制が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。）
         　ただし、当分の間は平成21年６月３日雇児発第0603002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知｢『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定める一時保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含むこととされること。
ウ　病児保育事業（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合するもの及びこれと同等の要件を満たして自主事業として 実施しているもの。）
エ　乳児が３人以上利用している施設（月の初日において乳児が３人以上利用している月から年度を通じて当該要件を満たしているものとする）
また、次の要件をすべて満たしている場合で、前年度に要件を満たしていた月は、乳児３人以上の利用の要件を満たしたものと取り扱う。
a  乳児の利用定員が３人以上。
b  乳児保育を実施する職員体制が維持されている。
c  地域の親子が交流する場の提供や子育てに関する相談会を月２回以上開催している。
オ　障害児（軽度障害児を含む。）が１人以上利用している施設（月の初日において障害児が１人以上利用している月から年度を通じて当該要件を満たしているものとする。）
カ　災害等により、教育・保育が提供できない場合に、教育・保育を必要とするエッセンシャルワーカーである保護者に対する連絡、被災状況の把握、勤務状況に応じた子どもの預かりに関する相談及び代替保育先や預かり先の確保に向けた行政や関係機関との連携等を行うために必要となる緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアル等の整備並びに原則月１回の研修・訓練の実施等を行う取組を実施していること。 
キ　乳児等通園支援事業（児童福祉法第６条の３第23項に基づく事業）




(1) 施設に配置する保育教諭等の数が、基本分単価に含まれる職員構成（保育教諭等）で定める保育教諭等の数（(ｲ)のｃを除き、学級編制調整加配加算が適用される場合は、当該加算に係る保育教諭等１人を含む。）を下回る場合に加減調整されているか。
本調整の算定上の「人数」は、認定こども園全体の必要保育教諭等の数から実際に配置する保育教諭等の数を減じて得た数を２で除した得た数とされている
か。


(1)  基本分単価に含まれる職員構成（保育教諭等）で定める保育教諭等の数に含ま
れる教育・保育従事者のうち、幼稚園教諭免許又は保育士資格のいずれも有しない者がいる場合、加減調整されているか。
本調整の算定上の「人数」は、必要資格を有しない者の数を２で除して得た数とされているか。



(1)  学校安全計画（注）を策定しておらず、当該学校安全計画に基づく取組を実施していない場合に加減調整されているか。
本調整は、令和８年７月から適用する。
(注)　学校安全計画については、学校保健安全法第27条を準用した就学前の
子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第27条
で策定が義務付けられており、計画に定める取り組みを実施することとし
ている。
（学校安全計画の策定等）
第二十七条
学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校に係る次のア～エの事項を含めた計画を策定し、これを実施しなければならない。
ア　施設及び設備の安全点検
イ　児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導
ウ　職員の研修
エ　その他学校における安全に関する事項

(1)  子ども子育て支援法第58条第２項に規定する毎事業年度終了後５か月以内に行わなければならない経営情報等の報告(注１)について、報告期限から３か月以上経過しているにも関わらず当該報告が行われていない施設及び誤りのある報告が含まれていることが判明し、市が指摘を行ったにも関わらず概ね１か月以内に特段の事情なく適切な報告がなされていない施設（注２）に適用する（注３）。ただし、市が、事業年度終了後５か月の報告期限から３か月（以下「当初の期限」という。）が経過するまでの間に指摘を行い、修正報告の期限が当初の期限内にある場合には、修正報告が指摘から概ね１か月を超えたとしても、当初の期限内に適切な修正報告がなされていれば、当該調整は適用しない。 
（注１）子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」における「経営情報等を入力する」タブの必須項目を全て入力し、施設等から市（確認者）へ申請すること。
（注２）修正の報告に関する留意事項 
修正の報告内容に対し、市から再度指摘すべき事項があり、修正を必要とする場合であって、市町村が必要と認める場合は、再度指摘を行った日 を起算日として概ね１か月以内に修正の期限を設けるものとし、当該期限までに適切な報告等がなされた場合は、本調整は適用しない。なお、「市町村が必要と認める場合」は、報告内容及び施設の状況等を勘案し、市町村が判断するものとする。 
市が報告内容について施設に指摘し修正を依頼した場合において、再度の報告が明らかに虚偽の報告と確認できる、繰り返し指摘をしても適切な修正がされない等、法第58条第６項に該当する場合又はこれに準ずるものと市が認める場合には、再度指摘を行い概ね１か月の修正期限を設けることなく、最後の指摘を行った日を起算日として概ね１か月が超過した翌月から、当該調整を適用することができる。 
（注３）適用の始期に関する留意事項 
本調整は、令和８年７月から適用する。したがって、令和６年４月以降に始まる事業年度に係る経営情報等の報告について、令和８年７月１日時点で、事業年度終了時点から８か月以上経過しているにも関わらず、当該報告が行われていない施設においては、令和８年７月分から当該調整を適用する。また、令和６年４月以降に始まる事業年度に係る経営情報等の報告について、令和８年７月１日以降に市が誤りに係る指摘を行った場合において、概ね１か月以内に特段の事情なく適切な報告がなされない施設に対しても、同様に取り扱う。




(1) 直前の連続する２年度間、常に保育認定子どもに係る利用定員を超えており（注１）、かつ、各年度の年間平均在所率（注２ａ及び注２ｂ）が120％以上の状態にある場合、乗除調整されているか。なお、教育・保育の提供は利用定員の範囲内で行われることが原則であること。また、上記の状態にある施設に対しては、利用定員の見直しに向けた指導を行うこと。

（注１）利用定員を超えて受け入れる場合の留意事項
利用定員を超えて受け入れる場合であっても、施設の設備又は職員数が、利用定員を超えて利用する子どもを含めた利用子ども数に照らし、幼保連携型認定こども園設備運営基準又は認定こども園設備運営基準及び留意事項通知等に定める基準を満たしていること。
（注２ａ）年間平均在所率（教育標準時間認定子ども）
当該年度内における各月の初日の教育標準時間認定子どもを受けた在籍子ども数の総和を各月の初日の教育標準時間認定子どもに係る利用定員の総和で除したものをいう。
（注２ｂ）年間平均在所率（保育認定子ども）
当該年度内における各月の初日の保育認定子どもを受けた在籍子ども数の総和を各月の初日の保育認定子どもに係る利用定員の総和で除したものをいう。



(1) 障害児（注１）が利用しており（注２）、かつ以下の要件を満たしているか。加算は、ア又はイのどちらかである。 
以下の取組は、施設を利用する全ての障害児を対象として行うことを原則とする。 
また、障害児への教育・保育を行う際には、主幹教諭等や専門職だけでなく、施設の職員がチームとなって取り組むこと。  

【ア　主幹保育教諭等を補助する者を配置する場合】 
主幹保育教諭等を補助する者（注４）を配置し、関係機関と連携しながら、障
害特性等に応じた専門的支援を充実するとともにインクルージョンの推進を図る以下の要件を満たす施設に加算する（注５）。

＜要件＞ 
a　対象となる障害児の把握を行う。 
施設を利用する障害児について、障害特性等や気にかけるべき点等を整理した一覧表等を作成し、施設の職員間で共有する。なお、障害児が障害児通所支援事業所等を利用している場合は、当該一覧表等には障害児通所支援事業所等の事業の種別や利用する日時等も含めるものとする。 
b　障害特性等に応じた教育・保育の実践を行う。 
個々の障害児について個別の支援計画及び個別の指導計画を作成し、当該個別の指導計画に基づき教育・保育を行うとともに、定期的に個別の支援計画及び個別の指導計画の見直しを行う。 
なお、個別の支援計画及び個別の指導計画の作成及び見直しに当たっては、施設の職員を集めた会議において協同して検討することとする。また、個別の支援計画の作成に当たっては、保護者と連携を図ることとする。加えて、作成及び見直しをした個別の支援計画について、関係機関と情報共有することとする。 
c　障害児通所支援事業所等との連携強化を図る。 
障害児通所支援事業所等を利用する障害児については、イの個別の支援計画の作成及び見直しに当たって、障害児通所支援事業所等に対して作成及び見直しに係る会議への参加を求めるなどの連携を図り、障害特性等や当該障害児通所支援事業所等における支援内容等を把握した上で行うものとする。 
d　障害児の家族への支援として以下のⅰ～ⅲの全ての取組を行うこと。 
ⅰ 家族からの相談を受け付ける体制の構築 
ⅱ 個別面談（子育ての困りごとなどへの助言・援助）、保護者同士の交流の機会の提供、ペアレントトレーニングなど子育ての悩みの解消や負担の軽減や利用子どもの発達状況や障害特性等の理解に繋がる取組 
ⅲ ア及びイの取組を実施することについての、障害児以外の家族も含めた利用子どもの家族への適切な周知 
e　地域の関係機関と連携したインクルージョン推進に向けた取組を行う。 
児童発達支援センターや地域における障害児支援の中核的な役割を担う障害児通所支援事業所等が実施する会議や研修に参加するとともに、地域の教育・保育施設等及び障害児が就学する小学校等と、障害児の教育・保育についての情報交換等を行う等の連携を図ること。

【イ　専門職を活用する場合 】
専門職（注６）を活用して（注７）、関係機関と連携しながら、障害特性等に
応じた専門的支援を充実するとともにインクルージョンの推進を図る以下の要件を満たす施設に加算する。 
＜要件＞ 
a 専門職が、月に60時間以上（１週に２日程度）、業務に従事していること。 
b アのaからeの取組を実施していることに加え、障害児保育に関する研修計画を作成し、障害児保育に関する園内研修を年１回以上開催すること。

（注１）施設を利用する障害児のうち、１人は市町村が認める障害児とし、２人目以降は施設において適宜判断して差し支えないものとする。
（注２）「障害児が利用している」とは、月の初日において障害児が１人以上利用していることをもって満たしているものとし、以降年度を通じて当該要件を満たしているものとすること。
（注３）本加算の適用の有無は認定こども園全体（教育標準時間認定及び保育認定）を通じて行われるものであること。
（注４）非常勤職員であって、資格の有無は問わない。
（注５）令和７年度において療育支援加算を算定している施設については、新たに示す取組を実施するための準備期間として、令和８年９月末日までは、従前の取組を行うことで、アの要件を満たすものとする。 
（注６）理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。）、保健師、看護師、准看護師又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に５年以上従事した経験を有する者のいずれかに該当し、かつ、子育て支援に係る業務に３年以上従事した経験がある者とする。「障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に５年以上従事した経験」とは、障害児通所支援等に係る業務に従事していた経験があり、かつ、児童発達支援センターや保育所等訪問支援事業所などにおいて、他機関への障害児支援の助言等の業務に５年以上従事していたことをいう。 
なお、看護師又は准看護師を活用する場合、受け入れている障害児が医療的ケア児である場合に限るものとする。 
（注７）専門職の活用に当たっては、雇用形態を問わず、嘱託する場合や雇用している場合も対象となる。

(2)  本加算の適用を受けた施設は、ア又はイに定める要件に係る実施状況が分かる
資料を作成するとともに、翌年４月末日までに実績報告書を市に提出する。


(1) この加算が認定されている場合、基本分単価（教⑤）において求められる事務職員及び非常勤事務職員（注）を超えて、非常勤事務職員を配置する利用定員が91人以上となっているか。
（注）園長等の職員が兼務する場合又は業務委託をする場合は、配置は不要であること。


(1) この加算が認定されている場合、基本分単価（教⑤）及び他の加算等の認定に当たって求められる「必要教員数」を超えて、非常勤講師を配置する教育標準時間認定子ども及び保育認定子ども（２号認定に限る。）に係る利用定員が271人以上となっているか。




(1) この加算が認定されている場合、基本分単価（教⑤）において求められる事務職員及び非常勤事務職員（注）並びに事務職員配置加算（教㉓）において求められる非常勤事務職員を超えて、非常勤事務職員を配置する利用定員が271人以上の施設であるか。
（注）園長等の職員が兼務する場合又は業務委託をする場合は、配置は不要である
こと。

(1) 加算額は、以下の地域の区分に応じて定める額とされているか。
前橋市はその他地域
一級地　国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和24年法律第200号）別表に規定する一級地をいう。
　 二級地　国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する二級地をいう。
　 三級地　国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する三級地をいう。
　 四級地　国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する四級地をいう。
　 激変緩和地域　一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和６年法律第72号。以下「改正法」という。）による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に規定する四級地に該当する地域であって、改正法による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律に掲げる地域以外の地域をいう。
その他地域　一級地～四級地及び激変緩和地域以外の地域をいう。


(1) この加算の認定がされている場合、認定こども園法施行規則第23条又は学校教育法施行規則第39条において準用する第66条の規定による評価（以下「自己評価」という。）を実施するとともに、認定こども園法施行規則第24条又は学校教育法施行規則第39条において準用する第67条の規定に準じて、保護者その他の施設の関係者（施設職員を除く。）による評価（以下「施設関係者評価」という。）を実施し、その結果をホームページ・広報誌への掲載、保護者への説明等により広く公表しているか。施設関係者評価の内容等については、「幼稚園における学校評価ガイドライン」（これに準じて自治体が作成したものを含む。）に準拠し、自己評価の結果に基づき実施するとともに、授業・行事等の活動の公開、園長等との意見交換の確保などに配慮して実施しているか。
（注）本加算の適用の有無は認定こども園全体（教育標準時間認定及び保育認
定）を通じて行われるものであること。

(2) この加算の認定がされている場合の加算額は、公開保育の取組と組み合わせて施設関係者評価を実施する施設（注）とそれ以外の施設の別に応じて定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算されているか。
（注）幼児期の教育・保育に専門的知見を有する外部有識者の協力を得て、他の幼稚園・認定こども園・保育所の職員や地域の幼児教育関係者、小学校等の他校種の教員等を招いて行われる公開保育を実施するとともに、当該公開保育に施設関係者評価の評価者の全部又は一部を参加させ、その結果を踏まえて施設関係者評価を行う施設をいう。


(1) この加算の認定がされている場合、豪雪地帯対策特別措置法第２条第２項に規定する地域に施設が所在しているか。
※前橋市は非該当の加算


(1) この加算の認定がされている場合、活動火山対策特別措置法第23条第1項に規定する降灰防除地域に施設が所在しているか。
　 ※前橋市は非該当の加算


(1) この加算の認定がされている場合、高齢化社会の到来等に対応して、高齢者等ができるだけ働きやすい条件の整備を図り、また、高齢者等によるきめ細やかな利用子ども等の処遇の向上を図るため以下のア及びイの要件を満たす施設に加算されているか。
ア　高齢者等（注１）を職員配置基準以外に非常勤職員（注２）として雇用（注３）し、施設の業務の中で比較的高齢者等に 適した業務（注４）を行わせ、かつ、当該年度中における高齢者等の総雇用人員の累積年間総雇用時間が、400時間以上見込まれること。
　　　   また、「特定就職困難者雇用開発助成金」等を受けている施設（受ける予定の施設を含む。）でその補助の対象となる職員は対象としないこと。
なお、雇用形態は通年が望ましいが短期間でも雇用予定がはっきりしていて、利用子ども等の処遇の向上が期待される場合には、この加算対象として差し支えないこと。
（注1） 高齢者等の範囲
a  当該年度の４月１日現在または、その年度の途中で雇用する場合はその雇用する時点において満60歳以上の者
b  身体障害者（身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持してい  
る者）
c  知的障害者（知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的障害者と判定された者で、都道府県知事が発行する療育手帳または判定書を所持している者）
d  精神障害者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持している者）
e  母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦（母子及び父子並びに寡福祉法に規定する母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦）
（注２）非常勤職員の範囲
　         １日６時間未満又は月20日未満勤務の者を対象とする。
（注３）雇用の範囲
雇用契約又は派遣契約による場合のみを対象とする。
（注4） 高齢者等が行う業務の内容の例示
a   利用子ども等との話し相手、相談相手
b   身の回りの世話(爪切り洗面等)
c   通院、買い物、散歩の付き添い
d   クラブ活動の指導
e   給食のあとかたづけ
f   喫食の介助
g   洗濯、清掃等の業務
h   その他高齢者等に適した業務

イ　以下の事業等のうち、いずれかを実施していること
(ｱ) 延長保育事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの及びこれと同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。）
(ｲ) 一時預かり事業（一般型）（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合するもの（対象子どもは、事業開始月（年度当初から事業を開始する場合は４月又は５月）における月の平均対象子どもが１人以上いること。）。）
ただし、当分の間は平成21年６月３日雇児発第0603002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知｢『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以前に定める一時保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含むこととされること。
(ｳ) 病児保育事業（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合するもの及びこれと同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。）
(ｴ) 乳児が３人以上利用している施設（４月から11月までの各月初日を平均して乳児が３人以上利用していること。）
また、次の要件をすべて満たしている場合で、前年度に要件を満たしていた月は、乳児３人以上の利用の要件を満たしたものと取り扱う。
a　乳児の利用定員が３人以上。
b　乳児保育を実施する職員体制が維持されている。
c　地域の親子が交流する場の提供や子育てに関する相談会を月２回以上開催している。
(ｵ) 障害児（軽度障害児を含む。）が１人以上利用している施設（４月から11月までの間に１人以上の障害児の利用があること。）
      (ｶ) 乳児等通園支援事業（児童福祉法第６条の３第23項に基づく事業）

(2) この加算の認定がされている場合の加算額は、「年間総雇用時間数」の区分に応じて定められた額を、３月初日の保育認定を受けた利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算されているか。

(3) この加算の適用を受けた施設は、翌年４月末日までに実績報告書を市町村長に提出しているか。



(1) この加算の認定がされている場合、施設における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ、迅速な避難誘導体制を充実する等の施設の総合的な防災対策を図る取組（注１～３）を行っているか。
（注１）取組の実施方法の例示
・地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。
・職員等への防災教育、訓練の実施及び避難具の整備を促進する。
（注２）取組に必要となる経費の額
 　    　取組に必要となる経費の総額が、概ね２０万円以上見込まれること。
（注３）支出対象経費
  　      需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、食糧費
（茶菓）、光熱水費、医療材料費）・役務費（通信運搬費）・旅費・謝金・備品購入費・原材料費・使用料及び賃借料・賃金・委託費（防災訓練及び避難具の整備等に要する特別の経費に限り、教育・保育の提供に当たって、通常要する費用は含まない。）

(2) この加算の認定がされている場合の加算額は、定められた額を、３月初日の利用
子ども数で除して得た額（算定して得た額に10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算されているか。

(3) この加算の適用を受けた施設は、翌年４月末日までに実績報告書を市に提出しているか。


(1) この加算の認定がされている場合、（２）に定めるとおり加算しているか。
ア　小学校との連携・接続に関する業務分掌を明確にすること。
イ　授業・行事、研究会・研修等の小学校との子ども及び教職員の交流活動を実施していること。
ウ　小学校と協働して、５歳児から小学校1年生の２年間（２年以上を含む）のカリキュラムを編成•実施していること
（小学校との継続的な協議会の開催等により具体的な編成に着手していると認められる場合含む）。

(2) この加算の認定がされている場合の加算額は定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算されているか。
a (1)のア及びイのいずれの取組も実施している場合
b 上記aに加えて、（１）ウの取組を実施している場合


(1) この加算の認定がされている場合、食事の提供にあたり、栄養士等を活用（注）して、栄養士等から献立やアレルギー、アトピー等への助言、食育等に関する継続的な指導を受けているか。
（注）栄養士等の活用に当たっては、雇用形態を問わず、嘱託する場合や、調理員として栄養士等を雇用している場合も対象となる。


(2) この加算の認定がされている場合の加算額は、以下に掲げる栄養士等の配置等の形態の別に応じ、それぞれに定める計算式により算出された額（算定して得た額に１０円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とされているか。
ア　配置（注１）
イ　兼務（注２）
ウ　嘱託（注３）
（注１）本加算に係る栄養士等が雇用契約等により配置されている場合をいい、兼務に該当する場合を除く。
（注２）基本分単価及び他の加算の認定に当たって求められる職員が本加算に係る栄養士等としての業務を兼務している場合をいう。
（注３）配置又は兼務に該当する場合を除き、本加算に係る栄養士等としての業務を嘱託等する場合をいう。


(1) この加算の認定がされている場合、「幼稚園における学校評価ガイドライン」及び「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」等に沿って、第三者評価を適切に実施することが可能であると市町村が認める第三者評価機関（又は評価者）による評価（行政が委託等により民間機関に行わせるものを含む。）を受審し、その結果をホームページ等により広く公表しているか。

(2) この加算の認定がされている場合の加算額は定められた額
を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（算定して得た額に10円未満の端数がある場合は切り捨てる。）とし、３月初日に利用する子どもの単価に加算されているか。


(1) 本市は特別地域（注）ではないため、該当施設なし。

（注）特別地域とは、以下に掲げる地域のこと。
ア 離島振興法第２条第１項の規定により指定された離島振興対策実施地域
イ 奄美群島振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島
ウ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第２条第１項に規定する辺地
エ 豪雪地帯対策特別措置法第２条第２項の規定により指定された特別豪雪地帯
オ 山村振興法第７条第１項の規定により指定された振興山村
カ 小笠原諸島振興開発特別措置法第４条第１項に規定する小笠原諸島
キ 半島振興法第２条第１項の規定により指定された半島振興対策実施地域
ク 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第２条第１項に規定する特定農山村地域
ケ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２条第２項に規定する過疎地域
コ 沖縄振興特別措置法第３条第３号に規定する離島


(1) 本市は、公定価格ＦＡＱNo.349に記載があるとおり、保育業務施設管理プラットフォーム又は保活情報連携基盤を利用していないため、対象外となる。


（2）この加算が認定されている場合は、教育・保育に関する業務に係る情報通信技術の導入及び活用において中核的な役割を担う責任者を選任し、教育・保育に関する業務において情報通信技術を効果的に活用している場合に算定しているか。

(注１)教育・保育に関する業務において「情報通信技術を効果的に活用している」とは、次に掲げる全ての要件を満たすことをいう。 
ア　業務においてＩＣＴの活用を進めており、以下のa～dの全ての機能を有するシステムを導入し、業務に効果的に活用していること。 
a   園児の登園及び降園の管理に関する機能 
b   保育に係る計画・記録に関する機能 
※ 職員間で情報の共有や更新を行うことができる機能を有すること。 
c  保護者との連絡に関する機能 
※ ＩＣＴを介さない個別メール・アプリにより保護者との連絡を行っている場合を除く。 
d  キャッシュレス決済に関する機能 
※ ＩＣＴを介さない個別アプリ等による銀行振込や口座振替の場合等を除く。
 
イ　公定価格の算定に係る申請等又は都道府県等による指導監督に必要な手続のいずれかにおいて、「保育業務施設管理プラットフォーム」を活用していること。ただし、令和８年度に限り「保育業務施設管理プラットフォーム」のアカウントを有し、令和９年度以降に活用する予定であることをもって、当該要件を満たしているものと取り扱う。 

ウ　施設の見学予約等に係る手続において、「保活情報連携基盤」を活用していること。ただし、令和８年度に限り「保活情報連携基盤」のアカウントの発行を受けていて、令和９年度以降に活用する予定であることをもって、当該要件を満たしているものと取り扱う。
 
（注２）法第58条第１項の規定による報告に関する留意事項施設は、毎年度、当　　該年の９月30日までに、子ども・子育て支援情報公表システム（ここdeサーチ）を通じて、その提供する教育・保育等に係る教育・保育等情報（法第58条第１項に定めるものをいう。）を、教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地である前橋市長に報告すること。当該情報について変更がない場合も、その旨の報告を行うこと。ただし、施設が所在する市町村から施設に対し、当該報告がなされていない又は情報に誤りがあることについて指摘したにもかかわらず、適切な対応がなされていない場合は、当該年度の加算の算定は適用されないものとする。なお、「適切な対応がなされていない場合」は、報告内容や施設の状況等を勘案して市町村が判断するものとする。
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